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１．要 旨 

（１）改正理由 

仕事と生活の両立支援の拡充に関する総務省通知を踏まえ、時間外勤務の免除及び特

別休暇の規定を改正するため、規則の一部を改正する。 

 

（２）主な改正内容 

 ① 第１１条の２の育児又は介護を行う職員の時間外勤務の免除の手続に関する規定に

ついて、「３歳」とあるのを「小学校就学の始期」に改める。 

 ② 第３０条の「子どもの看護休暇」を「子どもの看護等休暇」に改め、取得事由に学

級閉鎖や入学式等の式典を追加する。 

 ③ 別表１に夜間開庁の業務に従事する職員についての規定（勤務時間を８時３０分か

ら１９時１５分までの範囲で任命権者が定める）を追加する。また、「子ども家庭支援

センター」とあるのを「子ども家庭センター」に改める。 

 

（３）施行日 

令和７年４月１日 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

   総務課による事前審査済 

 ３．留意事項（問題点等） 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

   庁議における審議終了後、速やかに改正手続を進めたい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


